
 警察庁訓令第６号

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令の一部を改正

 する訓令を次のように定める。

 　　令和８年５月21日

 警察庁長官　楠　芳伸　　

少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令の一部を

 改正する訓令

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令（平成19年警

察庁訓令第12号）の一部を次のように改正する。 

別紙の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分を

これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の

 ように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

 　　附　則

 （施行期日）

１　この訓令は、令和８年５月21日から施行する。 

 （経過措置）

２　この訓令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみ

 なす。

３　旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが

 できる。



別紙 

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令（平成19年警察庁訓令第12号） 

　 改 正 後 　 　 改 正 前 　
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  ［様式を加える。］

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ［様式を加える。］

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ［様式を加える。］

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

備考　表中の［　］の記載は注記である。


